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私たちの課題

◦空き家の数を
少なくすること。

◦空き家を解体するだけ
でなく活用し地域の
活性化につなげたい。



政府の対策
◦空き家特別措置法：

所有者
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解体費

※従わない場合
通報

代行解体

警告



メリット
・空き家の被害を事前に防ぐことができる

ex；倒壊を防ぐ。

市の調査(空き家)が不要。 Etc…

デメリット
・一つ一つの作業に時間がかかる。

・市や所有者の負担が大きい。 Etc…



十日町市の対策

空き家バンク：

◦オーナー(所有者)側が空き家バンクに 登
録し移住希望者に紹介する仕組み。





メリット
オーナー側 移住希望者側

・無料で掲載できる。 ・無料で家探しができる。

・運営者が行政のため信頼できる。 ・気軽に使える。

デメリット
・オーナーと移住者の個人間の取引になるので交渉に不慣れな人に
とっては不安(ほとんどの場合)。

・売却手続きでトラブルが起きやすい。 Etc…



考えた解決策
空き家、土地を株式化する。

概要：空き家所有者が土地・家を株式化し、その利権を買った人に

その土地・家を株価に置き変えたうえで、空き家バンクに登録し、

売れた金額の一部を配当するシステム。

移住者の代わりに代理人(自治体)が空き家のオーナーと交渉

してくれる。
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メリット
◦空き家バンクに空き家を登録する人が増える。

◦利権を買った人にお金が入る(空き家、土地が株式会社と同じ役割の
ため)。

◦購入者や所有者の金銭面の負担が減る。

デメリット
◦物価(空き家や土地の価値)が変動しやすく、利権を買った人に
お金が入らないことがある。

◦売れる家と売れない家が生まれる(格差が生まれる)。

◦数回ほどしか配当がない(株購入から売却成立の期間が短い場合)。



空き家に住むときの失敗・トラブル例
◦空き家が倒壊する危険を購入者に伝えなかったり、隠したりしたため
購入後に気づき、多額の修繕費がかかった。

◦長年、放置されていたために倒壊の危険が生まれ、修繕費が多くか
かった。

空き家の状態をよく点検したうえで選ぶことが大切！



ご清聴ありがとうございました。


